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※ 本資料は、「事務の手引き」の理解を深めるために作成しています。
各手続きについては「事務の手引き」に基づいて行ってください。



１．助成事業の基本ルール
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助成事業の基本ルール

① 助成事業終了後に交付額が確定、助成金が交付さ

れる

・申請額から減額になる可能性あり

② 調達した物品等の所有権は採択企業に帰属すること

③ 事業の実施・終了を確認できること

・実施内容・結果を客観的に確認できること

・開発の終了を確認できること（達成目標を全て達成すること）
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２．事業の全体像
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事業概要
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• 経費助成

東京の「地域資源」を活用、又は東京の「都市課題」の解決に資する新
製品・サービスの開発・改良に要する経費の一部を助成

– 助成限度額：1,500万円

– 助成率：１／２以内

– 助成対象期間：令和５年２月１日～令和６年１１月３０日（最長）

• 伴走型支援

地域応援アドバイザーによるハンズオン支援

本事業の対象範囲

企画
事前検証

試作
開発
改良

試験
評価

（展示会・テスト
イベント）

生産
量産

販売
試作品
完成

×助成事業実施中の
営業・販売行為は不可



公社支援体制

• ご不明な点は、調査員へお問い合わせください
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支援チーム 役割 支援内容

調査員
窓口担当

事務面の支援

・検査の日程等の調整

・報告書類の不備を減らすなど事務面でのサポート

技術

アドバイザー
技術面の支援

・成果物や達成目標等検査に向けた技術面でのサポート

事前支援
・達成目標・成果物について認識の共有

（申請内容の具体的詳細をヒアリング）

中間支援
・進捗状況、技術的課題のフォロー

・完了検査時の動作条件・環境等の相談

職員 支援の統括 ・事務面、技術面について統括

地域応援

アドバイザー
事業面の支援

・進捗管理、進行状況に応じた事業面でのサポート

・四半期ごとの状況確認及び課題・懸念事項の把握と整理



事業の全体フロー
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同日実施

前期 後期 5年間

※ 支援と検査は、申請書記載の助成事業の実施場所に公社担当職員
が訪問して実施。

令和5年12月15日まで

事業完了後15日以内
（最終期限：令和6年12月16日）

四半期ごとの地域応援アドバイザーによる【ハンズオン支援】



事前支援～中間・完了検査

※ 報告書などの様式は公社ＨＰよりダウンロードし、
「事務の手引き」や「様式集記入例」を参考にして
作成してください。
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種類 提出書類 報告対象期間 内容

事前支援 ― ―
・助成対象事業や達成目標の確認
・事務手続きの要点確認

中間検査
（前期）

遂行状況
報告書

令和5年2月１日
～令和5年11月30日

・事業の実施状況や達成目標の達
成状況の確認
・成果物、試作品及び関連資料の
確認
・支払経費についての確認（帳票
類の原本照合）

完了検査
（後期）

実績報告書
令和5年12月1日
～事業終了日



完了検査以降のフロー
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終了年度 翌年度 翌々年度から5年間

事業化 企業化状況報告（5回・義務）交付完了検査

※ 企業化状況報告が未提出の場合、以降公社助成事業にご申請できなく
なりますのでご注意ください

事業化 2年目 3年目1年目 4年目 5年目

助成事業

助成金確
定通知書



３．助成金の交付（支払）について

令和4年度TOKYO地域資源等活用推進事業 11



助成金の交付について
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助成金の
交付
(支払い)

①達成目標

の達成

②地域資源

の活用
③適切な

経費処理

※②は都市課題解決事業は不要

＜必要３条件＞



（1） 達成目標の達成

• 「達成目標の達成」（開発・改良が終了して、助成事業の目

的が果たされること）は公社が完了検査で確認いたします。

– 助成対象期間内に達成目標の達成を確認できない場合、助成金は一切交付

されません

– 達成目標の変更はできません

– 達成目標の認識のすり合わせは、「事前支援時」に技術アドバイザーを中心

に行います
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• （地域資源活用事業の場合）当初申請した「地域資

源」の活用が盛り込まれていないと、助成金は交付

されません

– 活用する地域資源の変更はできません

（２） 地域資源の活用
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（３） 適切な経費処理 - 1

１. 事業実施のための必要最小限の経費

※過大な機能や量の物を購入すると、対象外になる可能性があります

２. 助成対象期間内に取引（発注・納品・支払）が

全て完了した経費

令和4年度TOKYO地域資源等活用推進事業 15

発注日（契約日）

助成対象期間（最長１年１０か月）

発注日（契約日） 支払日

支払日発注日（契約日）

支払日

【事業開始日 令和５年２月１日】 【最長 令和６年１１月３０日】



（３） 適切な経費処理 - 2

３. 「事務の手引き」に規定されている経費

＜助成対象経費一覧（事務の手引きＰ.4～Ｐ.10）＞

４. 経費の支払確認に必要な書類が全て揃って
いる

＜経費の支払確認に必要な書類（事務の手引きＰ.15～Ｐ.21）＞

５. 経費の支払方法は原則、助成事業者名義の
金融機関口座からの振込
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× 助成対象外となる主な経費の例

• 助成事業で規定されていない経費
※申請書に記載された経費でも、規定されていないものは対象外

• 委託業務等の全てを第三者に再委託したもの

• 関連会社との取引により発生した経費

• 帳票類に不備がある経費
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取引

資本関係、役員兼務等

採択事業者 仕入・委託先

※ 詳細は必ず「事務の手引き」をご確認ください
※ ご不明な点等がある場合は調査員にご相談ください



報告書類の綴じ方

令和4年度TOKYO地域資源等活用推進事業 18

＜用意するもの＞
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※ 帳票類を綴じる順番は事務の手引きP.23を参照
※ 事業終了後5年間保管義務あり

原
材
費

原-

1

原-

２

機
械
費

機-

１



４．その他注意事項
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計画の変更・中止

• 助成事業の遂行にあたり、所定の手続きを行うことで、

計画の変更・中止が可能です

※ 「達成目標」や「活用する地域資源」の変更はできません

• 計画の変更・中止は、事前に変更承認が必要です

※公社の事前承認を得ずに変更等を行った場合、助成対象外となります

• 正当な理由がない限り変更は認められません

令和4年度TOKYO地域資源等活用推進事業 20



変更手続きが必要な主なケース
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No 計画の変更内容 手続き
様式

添付資料

1 代表者等（名称、所在地、代表者名、実印等）の変更 届出
4-2
謄本

印鑑証明等

2 終了予定日を延長するとき（短縮の場合は不要） 承認 4-1-1
スケジュール

3
経費区分の額を移動するとき（増額側経費区分の変更前交
付予定額の20パーセントを超える場合・新たな経費区分を計
上する場合）

承認
4-1-1

付表
資金計画書

4
機械装置・工具器具費（100万円以上）、委託・外注費、専門
家指導費、イベント開催費 を変更・追加するとき

承認
4-1-1

各計画書
資金計画書

※ 詳細は「事務の手引き」P.12をご確認ください 【注意！】

承認前に発注行為等を行う
と対象外となります



開発した製品・サービスの販売開始

• 完了検査の翌日から販売可能

※ 完了検査より以前に販売した場合、助成事業は取消しとなり、

助成金は交付されません。

※ 「実績報告書の提出」から「完了検査の実施」まで、１ヶ月～

数ヶ月かかることもありますので、計画的に助成事業を遂行

してください。
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事前支援について

＜事前支援の内容＞

① 事業者様ごとの申請内容の確認

② 達成目標・成果物の認識共有

③ （地域資源活用事業の場合）活用する地域資源の認識共有

④ 対象経費についての確認

担当調査員から日程調整の連絡をいたします

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

助成課 地域資源事業事務局

Tel:03-3251-7895
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